
「化学物質管理者」の選任義務化について

（取扱事業所向け）

＊事業場における化学物質管理の考え方が
根本的に変わりました。

福岡県冷凍設備保安協会



はじめに
• 化学物質は増加の一途をたどり、米国化学会の登録番号制度に
よると、2022.6 現在 2億に上る。使用形態も多様化。

• 現在、日本で工業的に使用されている物質数は約７万といわれ
ている。 ※

• 労働者へのばく露を少なくするために管理濃度が定められてい
る物質数は９７、容器・包装等のラベルへの危険性・有害性の
記載、安全データシート（SDS）の交付及びリスクアセスメン
ト実施が義務づけられている物質数は６７４物質（2022.12時
点）にとどまる。 ※化学物質を体に取り込むこと、またはその状態。食べたり、

呼吸で 吸い込んだり、手についたりして体の中に入ることを指します。
•体に入った化学物質の量を「暴露量（ばくろりょう）」といいます。



はじめに
• わが国では、化学物質による事故が絶えないが、原因の一つと
して、労働災害防止を目的としたさまざまな措置が定められて
いる物質の数が限られ、事業者はこれらの物質の対策に注力し、
それ以外の物質への対策がおろそかになったこと、或いは危
険・有害性が、不明であるが措置等が定まっていない物質へ切
替え使用したことが指摘されている。

• この様な現状に鑑みて、労働者の健康を確保、維持するために
職場の化学物質管理を広範な物質に拡大し、より合理的に実施
する為に省令改正が行われた。



• 制度改革の重要な柱として、化学物質を扱う職場では事業所規
模にかかわらず「化学物質管理者」を選任することが義務付け
られた。・・・（令和6年4月1日付け・安衛法第12条の5）
（化学物質管理者の職務）
①事業場における化学物質の管理に係る技術的事項を管理
②表示および通知に関する事項
③※リスクアセスメントの実施及び記録の保存
④ばく露低減対策
⑤労働災害時の対応
⑥労働者の教育等

はじめに

※ 事業場にある危険性や有害性の特定、リスクの見積り、
優先度の設定、リスク低減措置の決定の一連の手順をいい、
事業者は、その結果に基づいて適切な労働災害防止対策を
講じる必要があります。





・化学物質管理者の選任
・化学物質管理者によるリスクアセスメントの実施
・その結果に基づく措置

新たな化学物質規制の体系に基づき
企業に対して義務付け（2024年4月～）



リスクアセスメント対象物の数が段階的に増えます
・世の中にある化学物質の数 70，000種類以上

・令和8年（2026）4月時点で予定されている
リスクアセスメント対象物の数 約2，300種類

・令和9年（2027）以降もさらに追加される予定です。

・法令改正前のリスクアセスメント対象物の数 674物質



※化学物質管理者の選任要件





※化学物質管理者 事業場内の労働者であること



Q 「一般消費者の生活の用に供される製品」
※は何ですか？



※罰則



「リスクアセスメント対象となる化学物質」の一例
（2024年4月（令和6年）から対象となった化学物質の一例）
• R22・・・冷媒
• NH3（アンモニア）・・・冷媒
• アセトン・・・溶解アセチレンの溶剤
• エチレングリコール・・・不凍液
• ブタン
（2026年4月（令和8年）から対象となる化学物質の一例）
・R134a・・・冷媒 ・R32・・・・冷媒
・R404A・・・冷媒 ・R407C・・・冷媒
・R410A・・・冷媒 ・CO2（ニ酸化炭素）・・・冷媒
・酸素・窒素・アルゴン・・・高圧状態のもの
・ヘリウム・・・冷媒、分析用
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